
 

別表第３（第１４条関係） 

種類 個別事業名 単位数 １単位の単価 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
（
第
１
号
訪
問
事
業
） 

訪問介護相当

サービス 

地域支援事業実施要綱で定める単位数

及び次に掲げるサービスの区分に応じ、

それぞれに定める単位数 

ア １週当たりの標準的な回数を定める

場合（１月につき）の所定単位数 

⑴ １週に１回程度の場合 

１，１７６単位 

⑵ １週に２回程度の場合 

２，３４９単位 

⑶ １週に２回を超える程度の場合 

３，７２７単位 

イ １月当たりの回数を定める場合（１

回につき）の所定単位数 

 ⑴ 標準的な内容の指定相当訪問型サ

ービスである場合 

２８７単位 

 ⑵ 生活援助が中心である場合 

  ① 所要時間２０分以上４５分未満

の場合 

１７９単位 

  ② 所要時間４５分以上の場合 

２２０単位 

 ⑶ 短時間の身体介護が中心である場

合 

１６３単位 

ウ 初回加算 

２００単位（１月につき） 

エ 生活機能向上連携加算 

 ⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

 １００単位（１月につき） 

 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

２００単位（１月につき） 

オ 口腔連携強化加算 

５０単位（１月に１回限り） 

カ 介護職員等処遇改善加算 

（ア）別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、電子情

報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式

１０円に厚生労働大臣が

定める１単位の単価（令

和３年厚生労働省告示第

７２号。以下「単価告

示」という。）に定める

伊万里市の地域区分にお

ける訪問介護の割合を乗

じて得た額とする。 



 

による届出を行った指定相当訪問型

サービス事業所が、利用者に対し、

指定相当訪問型サービスを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の２４５に相当する

単位数 

 ⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の２２４に相当する

単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１８２に相当する

単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１４５に相当する

単位数 

（イ）令和７年３月３１日までの間、別に

厚生労働大臣が定める基準に適合す

る介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に

対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定相当訪問型サービ

ス事業所（カの加算を算定している

ものを除く。）が利用者に対し、指定

相当訪問型サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑴ 



 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の２２１に相当する

単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑵ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の２０８に相当する

単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑶ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の２００に相当する

単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑷ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１８７に相当する

単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑸ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１８４に相当する

単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑹ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１６３に相当する

単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑺ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１６３に相当する

単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑻ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１５８に相当する

単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑼ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１４２に相当する

単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑽ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１３９に相当する

単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑾ 



 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１２１に相当する

単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑿ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１１８に相当する

単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒀ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の１００に相当する

単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒁ 

アからオまでにより算定した単位

数の１０００分の７６に相当する単

位数 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、高齢者虐待防止措

置未実施減算として、所定単位数の１

００分の１に相当する単位数を所定単

位数から減算する。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、業務継続計画未策

定減算として、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。ただし、令和６年４月１日

から令和７年３月３１日までの間、訪

問型サービス（第１号訪問事業）に定め

る業務継続計画未策定減算は適用しな

い。 

注３ 指定相当訪問型サービス事業所

（以下「当該事業所」という。）の所在

する建物と同一の敷地内若しくは隣接

する敷地内の建物若しくは当該事業所

と同一の建物（以下この注において「同

一敷地内建物等」という。）に居住する

利用者（当該事業所における１月当た

りの利用者が同一敷地内建物等に５０

人以上居住する建物に居住する利用者

を除く。）又は当該事業所における１月

当たりの利用者が同一の建物に２０人

以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、



 

指定相当訪問型サービス（以下「当該サ

ービス」という。）を行った場合は、ア

については１月につき、イについては

１回につき、所定単位数の１００分の

９０に相当する単位数を算定し、当該

事業所における１月当たりの利用者が

同一敷地内建物等に５０人以上居住す

る建物に居住する利用者に対して、当

該サービスを行った場合は、アについ

ては１月につき、イについては１回に

つき、所定単位数の１００分の８５に

相当する単位数を算定する。ただし、別

に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る当該事業所が、同一敷地内建物等に

居住する利用者（当該事業所における

１月当たりの利用者が同一敷地内建物

等に５０人以上居住する建物に居住す

る利用者を除く。）に対して、当該サー

ビスを行った場合は、アについては１

月につき、イについては１回につき、所

定単位数の１００分の８８に相当する

単位数を算定する。 

注４ 特別地域加算を算定する場合は、

所定単位数の１００分の１５に相当す

る単位数を加算する。 

注５ 小規模事業所加算を算定する場合

は、所定単位数の１００分の１０に相

当する単位数を加算する。 

注６ 中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算を算定する場合は、所

定単位数の１００分の５に相当する単

位数を加算する。 

訪問型サービ

スＡ 

（緩和型サー

ビス） 

次に掲げるサービスの区分に応じ、そ

れぞれに定める単位数 

ア １週当たりの標準的な回数を定める

場合（１月につき）の所定単位数 

⑴ １週に１回程度の場合 

９４１単位 

⑵ １週に２回程度の場合 

１，８７９単位 

⑶ １週に２回を超える程度の場合 

２，９８２単位 

１０円に単価告示に定め

る伊万里市の地域区分に

おける訪問介護の割合を

乗じて得た額とする。 



 

イ １月当たりの回数を定める場合（１

回につき）の所定単位数 

 ⑴ 標準的な内容の指定相当訪問型サ

ービスである場合 

２３０単位 

 ⑵ 生活援助が中心である場合 

  ① 所要時間２０分以上４５分未満

の場合 

１４３単位 

  ② 所要時間４５分以上の場合 

１７６単位 

 ⑶ 短時間の身体介護が中心である場

合 

１３０単位 

ウ 初回加算 

１６０単位（１月につき） 

エ 介護職員等処遇改善加算 

（ア）別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、電子情

報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式

による届出を行った指定相当訪問型

サービス事業所が、利用者に対し、

指定相当訪問型サービスを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

アからウまでにより算定した単位 

数の１０００分の２４５に相当す 

る単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の２２４に相当する

単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 



 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１８２に相当する

単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１４５に相当する

単位数 

（イ）令和７年３月３１日までの間、別に

厚生労働大臣が定める基準に適合す

る介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に

対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定相当訪問型サービ

ス事業所（エの加算を算定している

ものを除く。）が利用者に対し、指定

相当訪問型サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑴ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の２２１に相当する

単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑵ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の２０８に相当する

単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑶ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の２００に相当する

単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑷ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１８７に相当す 

る単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑸ 



 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１８４に相当する

単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑹ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１６３に相当する

単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑺ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１６３に相当する

単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑻ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１５８に相当する

単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑼ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１４２に相当する

単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑽ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１３９に相当する

単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑾ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１２１に相当する

単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑿ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１１８に相当する

単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒀ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の１００に相当する

単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒁ 

アからウまでにより算定した単位

数の１０００分の７６に相当する単

位数 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、高齢者虐待防止措

置未実施減算として、所定単位数の１



 

００分の１に相当する単位数を所定単

位数から減算する。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、業務継続計画未策

定減算として、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。ただし、令和６年４月１日

から令和７年３月３１日までの間、訪

問型サービス（第１号訪問事業）に定め

る業務継続計画未策定減算は適用しな

い。 

注３ 指定相当訪問型サービス事業所

（以下「当該事業所」という。）の所在

する建物と同一の敷地内若しくは隣接

する敷地内の建物若しくは当該事業所

と同一の建物（以下この注において「同

一敷地内建物等」という。）に居住する

利用者（当該事業所における１月当た

りの利用者が同一敷地内建物等に５０

人以上居住する建物に居住する利用者

を除く。）又は当該事業所における１月

当たりの利用者が同一の建物に２０人

以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、

指定相当訪問型サービス（以下「当該サ

ービス」という。）を行った場合は、ア

については１月につき、イについては

１回につき、所定単位数の１００分の

９０に相当する単位数を算定し、当該

事業所における１月当たりの利用者が

同一敷地内建物等に５０人以上居住す

る建物に居住する利用者に対して、当

該サービスを行った場合は、アについ

ては１月につき、イについては１回に

つき、所定単位数の１００分の８５に

相当する単位数を算定する。ただし、別

に厚生労働大臣が定める基準に該当す

る当該事業所が、同一敷地内建物等に

居住する利用者（当該事業所における

１月当たりの利用者が同一敷地内建物

等に５０人以上居住する建物に居住す

る利用者を除く。）に対して、当該サー



 

ビスを行った場合は、アについては１

月につき、イについては１回につき、所

定単位数の１００分の８８に相当する

単位数を算定する。 

訪問型サービ

スＢ（地域支

え合い事業訪

問型サービ

ス） 

別に市長が定める  

訪問型サービ

スＤ（地域支

え合い事業移

動型サービ

ス） 

別に市長が定める 

 

 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
（
第
１
号
通
所
事
業
） 

通所介護相当

サービス 

地域支援事業実施要綱で定める単位数

及び次に掲げるサービスの区分に応じ、

それぞれに定める単位数 

ア １週当たりの標準的な回数を定める

場合（１月につき）の所定単位数 

⑴ 事業対象者、要支援１・２（週１回

程度） 

１，７９８単位 

⑵ 事業対象者、要支援２（週２回程

度） 

３，６２１単位 

イ １月当たりの回数を定める場合（１

回につき）の所定単位数 

⑴ 事業対象者、要支援１ 

（１月の中で全部で４回まで） 

４３６単位 

⑵ 事業対象者、要支援２ 

（１月の中で全部で８回まで） 

４４７単位 

ウ 生活機能向上グループ活動加算 

１００単位（１月につき） 

エ 若年性認知症利用者受入加算 

２４０単位（１月につき） 

オ 栄養アセスメント加算 

５０単位（１月につき） 

カ 栄養改善加算 

２００単位（１月につき） 

キ 口腔機能向上加算 

１０円に単価告示に定め

る伊万里市の地域区分に

おける通所介護の割合を

乗じて得た額とする。 



 

 ⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

１５０単位（１月につき） 

⑵ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

１６０単位（１月につき） 

ク 一体的サービス提供加算 

４８０単位（１月につき） 

ケ サービス提供体制強化加算 

 ⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

① 事業対象者、要支援１・２（週１

回程度） 

８８単位（１月につき） 

② 事業対象者、要支援２（週２回程

度） 

１７６単位（１月につき） 

 ⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

① 事業対象者、要支援１・２（週１

回程度） 

７２単位（１月につき） 

② 事業対象者、要支援２（週２回程

度） 

  １４４単位（１月につき） 

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

① 事業対象者、要支援１・２（週１

回程度） 

２４単位（１月につき） 

② 事業対象者、要支援２（週２回程

度） 

４８単位（１月につき） 

コ 生活機能向上連携加算 

 ⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

１００単位（１月につき） 

 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

２００単位（１月につき） 

サ 口腔・栄養スクリーニング加算 

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算 

（Ⅰ）  

２０単位（１回につき） 

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ） 

５単位（１回につき） 

シ 科学的介護推進体制加算 

４０単位（１月につき） 



 

ス 介護職員等処遇改善加算 

（ア）別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、電子情

報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式

による届出を行った指定相当訪問型

サービス事業所が、利用者に対し、

指定相当訪問型サービスを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

アからシまでにより算定した単位 

数の１０００分の９２に相当する単

位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の９０に相当する単

位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の８０に相当する単

位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の６４に相当する単

位数 

（イ）令和７年３月３１日までの間、別に

厚生労働大臣が定める基準に適合す

る介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に

対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定相当通所型サービ

ス事業所（スの加算を算定している

ものを除く。）が利用者に対し、指定

相当通所型サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次



 

に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑴ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の８１に相当する単

位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑵ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の７６に相当する単

位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑶ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の７９に相当する単

位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑷ 

アからシまでにより算定した単位 

数の１０００分の７４に相当する単

位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑸ 

アからシまでにより算定した単位 

数の１０００分の６５に相当する単

位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑹ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の６３に相当する単

位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑺ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の５６に相当する単

位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑻ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の６９に相当する単

位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑼ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の５４に相当する単

位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑽ 



 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の４５に相当する単

位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑾ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の５３に相当する単

位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑿ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の４３に相当する単

位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒀ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の４４に相当する単

位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒁ 

アからシまでにより算定した単位

数の１０００分の３３に相当する単

位数 

注１ 利用者の数が利用定員を超える場

合は、所定単位数の１００分の７０に

相当する単位数を算定する。 

注２ 看護・介護職員の員数が基準に満

たない場合は、所定の単位数の１００

分の７０に相当する単位数を算定す

る。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、高齢者虐待防止措

置未実施減算として、所定単位数の１

００分の１に相当する単位数を減算す

る。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、業務継続計画未策

定減算として、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を減算する。 

注５ 中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算を算定する場合は、所

定単位数に１００分の５を相当する単

位を加算する。 

注６ 指定相当通所型サービス事業所

（以下「当該事業所」という。）と同一

建物に居住する者又は当該事業所と同



 

一建物から当該事業所に通う者に対

し、当該指定相当通所型サービスを行

った場合は次に掲げる区分に応じ、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位

数から減算する。ただし、傷病により一

時的に送迎が必要であると認められる

利用者その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者

に対して送迎を行った場合は、この限

りではない。 

⑴ ア（１）を算定している場合（１

月につき） 

３７６単位 

⑵ ア（２）を算定している場合（１

月につき） 

７５２単位 

⑶ イを算定している場合（１回につ

き） 

９４単位 

注７ 利用者に対して、その居宅と当該

事業所との間の送迎を行わない場合

は、片道につき４７単位（ア（１）を算

定している場合は１月につき３７６単

位を、ア（２）を算定している場合は１

月につき７５２単位を限度とする。）を

所定単位数から減算する。ただし注６

を算定している場合は、この限りでは

ない。 

通所型サービ

スＡ 

（緩和型サー

ビス） 

次に掲げるサービスの区分に応じ、そ

れぞれに定める単位数 

ア １週当たりの標準的な回数を定める

場合（１月につき）の所定単位数 

⑴ 事業対象者、要支援１・２（週１回

程度） 

１，４３８単位 

⑵ 事業対象者、要支援２（週２回程

度） 

２，８９７単位 

イ １月当たりの回数を定める場合（１

回につき）の所定単位数 

⑴ 事業対象者、要支援１ 

（１月の中で全部で４回まで） 

１０円に単価告示に定め

る伊万里市の地域区分に

おける通所介護の割合を

乗じて得た額とする。 



 

３４９単位 

⑵ 事業対象者、要支援２ 

（１月の中で全部で８回まで） 

３５８単位 

ウ 介護職員等処遇改善加算 

（ア）別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、電子情

報処理組織を使用する方法により、

市長に対し、老健局長が定める様式

による届出を行った指定相当訪問型

サービス事業所が、利用者に対し、

指定相当訪問型サービスを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の９２に相当する単

位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の９０に相当する単

位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の８０に相当する単

位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の６４に相当する単

位数 

（イ）令和７年３月３１日までの間、別に

厚生労働大臣が定める基準に適合す

る介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、市長に

対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定相当通所型サービ



 

ス事業所（ウの加算を算定している

ものを除く。）が利用者に対し、指定

相当通所型サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑴ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の８１に相当する単

位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑵ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の７６に相当する単

位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑶ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の７９に相当する単

位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑷ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の７４に相当する単

位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑸ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の６５に相当する単

位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑹ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の６３に相当する単

位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑺ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の５６に相当する単

位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑻ 

アからイまでにより算定した単位 

数の１０００分の６９に相当する単

位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑼ 



 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の５４に相当する単

位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑽ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の４５に相当する単

位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑾ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の５３に相当する単

位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⑿ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の４３に相当する単

位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒀ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の４４に相当する単

位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）⒁ 

アからイまでにより算定した単位

数の１０００分の３３に相当する単

位数 

注１ 利用者の数が利用定員を超える場

合は、所定単位数の１００分の７０に

相当する単位数を算定する。 

注２ 従業者数が基準に満たない場合

は、所定単位数の１００分の７０に相

当する単位数を算定する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、高齢者虐待防止措

置未実施減算として、所定単位数の１

００分の１に相当する単位数を減算す

る。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を

満たさない場合は、業務継続計画未策

定減算として、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を減算する。 

注５ 指定相当通所型サービス事業所

（以下「当該事業所」という。）と同一

建物に居住する者又は当該事業所と同

一建物から当該事業所に通う者に対



 

し、当該指定相当通所型サービスを行

った場合は次に掲げる区分に応じ、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位

数から減算する。ただし、傷病により一

時的に送迎が必要であると認められる

利用者その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者

に対して送迎を行った場合は、この限

りではない。 

⑴ ア（１）を算定している場合（１

月につき） 

３７６単位 

⑵ ア（２）を算定している場合（１

月につき） 

７５２単位 

⑶ イを算定している場合（１回につ

き） 

９４単位 

注６ アについて、利用者に対して、その

居宅と当該事業所との間の送迎を行わ

ない場合は、片道につき４７単位（ア

（１）を算定している場合は１月につ

き３７６単位を、ア（２）を算定してい

る場合は１月につき７５２単位を限度

とする。）を所定単位数から減算する。

ただし注５を算定している場合は、こ

の限りではない。 
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号
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護
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介護予防ケア

マネジメント

事業 

地域支援事業実施要綱で定める単位数 １０円に単価告示に定め

る伊万里市の地域区分に

おける介護予防支援の割

合を乗じて得た額とす

る。 

 


